
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
四
十
四
号

令
和
七
年

十
二
月
二
十
四
日

水　曜　日

目

次

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

九

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

九

○
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

九

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

荻　
　

野　
　

智　
　

夫

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
第
一
条
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
二
項
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含

む
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
三
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含

む
）
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定

の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改

め
る
。

一　

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
八
条
第
一
号

及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
並
び
に
第
十
条
第
六
号

二　

山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定
め
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
八
条

（
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

県

立

図

書

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

公

立

小

学

校

公

立

中

学

校



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

二

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
千
円
」
を
「
二
万
二
千
五

百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
二
万
二
千
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」

を
「
一
万
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
イ
の
表
中
「６

級
以
上
で
あ
る
も
の

医
療
職
給
料
表
㈢

」
を
「７

級
で
あ
る
も	

の
医
療
職
給
料
表
㈢

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
号
。
」
を
「
第
四
号
」
に
、
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千

七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
二
万
二
千
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
千
七
百
五
十
円
」
に

改
め
る
。

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
、
ホ
」
を
「
及
び
ホ
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
二
万
二
千
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
千
七
百
五
十
円
」
に
改

め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
則
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令

和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

荻　
　

野　
　

智　
　

夫

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
公
立
中
学
校

令
達
先
中
「
公
立
中
学
校
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
立
義
務
教
育
学
校
」

本
則
中
「
公
立
中
学
校
」
を
「
公
立
中
学
校　

公
立
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
三
号

庁　

中　

一　

般

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

荻　
　

野　
　

智　
　

夫

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
六
条
の
表
義
務
教
育
課
の
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に

「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

三

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

四

 

職員の区分

期間の区分 

２項職員 

  円

１年未満 36,500

１年以上 ２年未満 36,500

２年以上 ３年未満 36,500

３年以上 ４年未満 36,500

４年以上 ５年未満 36,500

５年以上 ６年未満 36,500

６年以上 ７年未満 35,200

７年以上 ８年未満 34,000

８年以上 ９年未満 32,700

９年以上 １０年未満 31,400

１０年以上 １１年未満 30,200

１１年以上 １２年未満 28,900

１２年以上 １３年未満 27,700

１３年以上 １４年未満 26,400

１４年以上 １５年未満 25,400

１５年以上 １６年未満 24,400

１６年以上 １７年未満 23,500

１７年以上 １８年未満 22,500

１８年以上 １９年未満 21,500

１９年以上 ２０年未満 20,500

２０年以上 ２１年未満 19,500

２１年以上 ２２年未満 19,100

２２年以上 ２３年未満 18,700

２３年以上 ２４年未満 18,000

２４年以上 ２５年未満 17,600

２５年以上 ２６年未満 17,200

２６年以上 ２７年未満 16,700



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

五

 

２７年以上 ２８年未満 16,300

２８年以上 ２９年未満 15,800

２９年以上 ３０年未満 15,500

３０年以上 ３１年未満 15,300

３１年以上 ３２年未満 14,800

３２年以上 ３３年未満 14,200

３３年以上 ３４年未満 13,600

３４年以上 ３５年未満 13,100

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

六

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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七
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二
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十
四
日

七

 
 

職員の区分

期間の区分 

１項職員 ２項職員 ３項職員 

１種 ２種 

 円 円 円 円

1年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

1年以上 2年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

2年以上 3年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

3年以上 4年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

4年以上 5年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

5年以上 6年未満 371,300 310,800 52,100 30,000

6年以上 7年未満 371,300 310,800 50,300 27,000

7年以上 8年未満 371,300 310,800 48,500 24,000

8年以上 9年未満 371,300 310,800 46,700 21,000

9年以上 10年未満 371,300 310,800 44,900 18,000

10年以上 11年未満 371,300 310,800 43,100 15,000

11年以上 12年未満 371,300 310,800 41,300 12,000

12年以上 13年未満 371,300 310,800 39,500 9,000

13年以上 14年未満 371,300 310,800 37,700 6,000

14年以上 15年未満 371,300 310,800 36,300 3,000

15年以上 16年未満 371,300 310,800 34,900

16年以上 17年未満 367,300 307,500 33,500

17年以上 18年未満 363,300 304,200 32,100

18年以上 19年未満 359,300 300,900 30,700

19年以上 20年未満 355,300 297,600 29,300

20年以上 21年未満 351,300 294,300 27,900

21年以上 22年未満 339,000 283,300 27,300

22年以上 23年未満 324,300 271,300 26,700

23年以上 24年未満 308,800 258,800 25,700

24年以上 25年未満 293,300 246,300 25,100

25年以上 26年未満 277,300 233,800 24,500

26年以上 27年未満 260,300 218,300 23,900
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27年以上 28年未満 243,300 202,800 23,300

28年以上 29年未満 226,300 187,300 22,500

29年以上 30年未満 208,800 171,800 22,200

30年以上 31年未満 191,300 155,300 21,800

31年以上 32年未満 173,800 138,800 21,200

32年以上 33年未満 155,800 122,300 20,300

33年以上 34年未満 137,300 104,300 19,400

34年以上 35年未満 118,800 86,300 18,700

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

九

二
百
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
以
上
百
分
の
二
百
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
七
十

七
・
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
十
一
」
を
「
百
分
の
七
十
三
・
五
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
の
二
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
二
」
を
「
百
分
の
五
十
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十

二
」
を
「
百
分
の
六
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
五

十
一
」
に
、
「
百
分
の
五
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
百
分
の
四

十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
九
」
に
、
「
百
分
の
五
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
九
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規

定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月

額
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
を
「
条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
を
分
掌
す
る
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
に
、
「
応
じ

て
」
を
「
応
じ
」
に
、
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
職
員
の
」
の
下
に
「
前
項
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
次
条
第
二
項

第
一
号
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
採
用
さ
れ
た

職
員
」
の
下
に
「
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条
　
条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
を
分
掌
す
る
職
員
の
義
務
教

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で　

削
除

第
三
十
条
第
二
項
の
表
第
二
号
中
「
七
千
五
百
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
三
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十

七
・
五
以
上
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
九
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
」
を

「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
以
上
百
分
の
三
百
八
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
十
三
・

五
以
上
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
六
以
上
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三

十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
九
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
以
上
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
」
を
「
百
分
の
百
二

十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百

十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
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四
号
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二
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四
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一
〇

育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

一
の
学
級
に
つ
い
て
条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
を
単
独
で

分
掌
す
る
職
員　

三
千
円

二　

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

三
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

2　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
つ
て
条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
校
務
の
種

類
を
分
掌
す
る
も
の
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
前
項
に
定
め
る
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等　

前
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
数

二　

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員　

前
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
数

三　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員　

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数

附
則
第
二
項
中
「
同
条
第
一
項
各
号
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一
一

別表第一 教育職給料表（二）の適用を受ける者（第四条関係） 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１～４ １，３００円１，４００円２，８００円 ３，４００円５，１００円

５～８ １，３００ １，６００ ３，０００ ３，５００ ５，２００

９～１２ １，４００ １，７００ ３，２００ ３，６００ ５，３００

１３～１６ １，５００ １，７００ ３，３００ ３，８００ ５，４００

１７～２０ １，６００ １，８００ ３，４００ ３，８００ ５，５００

２１ １，７００ １，９００ ３，５００ ４，０００ ５，６００

２２～２４ １，７００ １，９００ ３，５００ ４，０００

２５～２８ １，８００ ２，０００ ３，７００ ４，１００

２９～３２ １，９００ ２，１００ ３，８００ ４，１００

３３～３６ １，９００ ２，２００ ３，９００ ４，２００

３７～４０ ２，０００ ２，３００ ４，０００ ４，４００

４１～４４ ２，２００ ２，４００ ４，０００ ４，４００ 

４５～４８ ２，２００ ２，６００ ４，１００ ４，６００ 

４９～５２ ２，３００ ２，６００ ４，２００ ４，７００ 

５３～５６ ２，４００ ２，８００ ４，４００ ４，７００ 

５７～６０ ２，４００ ３，０００ ４，４００ ４，８００ 

６１～６４ ２，５００ ３，２００ ４，５００ ４，９００ 

６５～６８ ２，６００ ３，３００ ４，７００ ５，０００ 

６９～７２ ２，６００ ３，４００ ４，７００ ５，１００ 

７３～７６ ２，７００ ３，５００ ４，７００ ５，１００ 

７７～８０ ２，８００ ３，７００ ４，７００ ５，２００ 

８１ ２，８００ ３，８００ ４，８００ ５，２００ 

８２～８４ ２，８００ ３，８００ ４，８００  

８５～８８ ２，８００ ３，８００ ５，０００  

８９～９２ ２，９００ ３，９００ ５，０００  

９３～９６ ３，０００ ４，０００ ５，０００   

９７～１００ ３，１００ ４，１００ ５，１００   

別表第一　教育職給料表（二）の適用を受ける者（第四条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

一
二

１０１～１０４ ３，１００ ４，２００ ５，１００   

１０５ ３，２００ ４，３００ ５，１００   

１０６～１０８ ３，２００ ４，３００    

１０９～１１２ ３，２００ ４，４００   

１１３～１１６ ３，２００ ４，４００   

１１７～１２０ ３，３００ ４，５００   

１２１～１２４ ３，３００ ４，６００   

１２５ ３，３００ ４，７００   

１２６～１２８  ４，７００   

１２９～１３２  ４，７００   

１３３～１３６  ４，７００   

１３７～１４０  ４，７００   

１４１～１４４  ４，７００   

１４５～１４８  ４，８００   

１４９～１５２  ４，９００   

１５３～１５６  ４，９００   

１５７  ４，９００   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 ２，２００ ２，６００ ３，２００ ３，５００ ４，４００

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

一
三

 

 

別表第二 教育職給料表（一）の適用を受ける者（第四条関係） 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１～４ １，３００円１，７００円２，８００円 ４，０００円５，１００円

５～８ １，３００ １，８００ ３，０００ ４，１００ ５，２００

９～１２ １，４００ １，９００ ３，２００ ４，１００ ５，３００

１３～１６ １，５００ ２，０００ ３，３００ ４，２００ ５，４００

１７～２０ １，６００ ２，１００ ３，４００ ４，４００ ５，５００

２１ １，７００ ２，２００ ３，５００ ４，４００ ５，６００

２２～２４ １，７００ ２，２００ ３，５００ ４，４００

２５～２８ １，８００ ２，３００ ３，７００ ４，６００

２９～３２ １，９００ ２，４００ ３，８００ ４，７００

３３～３６ １，９００ ２，６００ ３，９００ ４，７００

３７～４０ ２，０００ ２，６００ ４，０００ ４，８００ 

４１～４４ ２，２００ ２，８００ ４，０００ ４，９００ 

４５～４８ ２，２００ ３，０００ ４，１００ ５，０００ 

４９～５２ ２，３００ ３，２００ ４，２００ ５，１００ 

５３～５６ ２，４００ ３，３００ ４，４００ ５，１００ 

５７～６０ ２，４００ ３，４００ ４，４００ ５，２００ 

６１ ２，５００ ３，５００ ４，５００ ５，２００ 

６２～６４ ２，５００ ３，５００ ４，５００  

６５～６８ ２，６００ ３，７００ ４，７００  

６９～７２ ２，６００ ３，８００ ４，７００  

７３～７６ ２，７００ ３，８００ ４，７００  

７７～８０ ２，８００ ３，９００ ４，７００   

８１～８４ ２，８００ ４，０００ ４，８００   

８５～８８ ２，８００ ４，１００ ５，０００   

８９～９２ ２，９００ ４，２００ ５，０００   

９３～９６ ３，０００ ４，３００ ５，０００   

９７～１００ ３，１００ ４，４００ ５，１００   

別表第二　教育職給料表（一）の適用を受ける者（第四条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

一
四

 

１０１～１０４ ３，１００ ４，４００ ５，１００   

１０５ ３，２００ ４，５００ ５，１００   

１０６～１０８ ３，２００ ４，５００    

１０９～１１２ ３，２００ ４，６００   

１１３～１１６ ３，２００ ４，７００   

１１７～１２０ ３，３００ ４，７００   

１２１～１２４ ３，３００ ４，７００   

１２５～１２８ ３，３００ ４，７００   

１２９～１３２ ３，４００ ４，７００   

１３３～１３６ ３，４００ ４，８００   

１３７～１４０ ３，４００ ４，９００   

１４１～１４４ ３，５００ ４，９００   

１４５ ３，５００ ４，９００   

１４６～１４８ ３，５００    

１４９～１５２ ３，５００    

１５３ ３，５００    

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 ２，２００ ２，６００ ３，２００ ３，５００ ４，４００

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

一
五

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

2　

山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係

規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
四
条
中
「
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

2　

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
義
務
教

育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

一
六


